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は　じ　め　に

　商品の販売促進手段として、広告宣伝とともに景
品類の提供が広く盛んに行われています。販売競争は、
本来、品質と価格によるべきですが、ある企業が商品
を販売する際に過大な景品をつけると、他の競争相手
がこれに対抗し、景品類の額の大きさによる競争にな
りやすく、景品の提供合戦が限りなく広がっていく可
能性があります。
　景品提供は、基本的には自由ですが、提供する景
品のウエイトが大きくなり、消費者が景品により商
品を選択すると商品本体の競争が有効に働かなくな
りますので、景品表示法により提供できる景品類の
額が制限されています。
　我が国の経済規模の拡大や消費者の購買行動など
経済社会の変化により、景品提供が競争を活発にし、
景品提供の機能や効果も変わってきたことか
ら、平成８年４月から提供できる景品類
の制限が緩やかになりました。
　このパンフレットは、景品類の提供
について絵で分かりやすく解説してみ
ました。
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（注）平成 21年 9月 1日に消費者庁が設立されたことに伴い、
 景品表示法が所要の改正をされ、消費者庁に移管されました。
 それに合わせて、内容を一部更新しています。

平成 21年 9月




